
 

公告文 

次のとおり、公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をした者を選定し随意契

約の相手方の候補者とする手続（以下「公募型プロポーザル方式」という。）を実施する。 

 

令和５年（2023年）４月３日 

北海道釧路総合振興局長 

 

１ 公募型プロポーザル方式に付す事項 

（１） 業務名 

サイクルトレインモニターツアー事業委託業務 

（２） 業務の目的 

釧路地域は、釧路湿原をはじめとした優れた自然環境、観光資源を有し、雄大な自然の中を走

る鉄道路線は、観光路線として高いポテンシャルがあり、その価値を高める取組のひとつがサイ

クルトレインである。今回、JRの利用促進及び自転車と公共交通を活用した地域活性化を目的と

して、サイクルトレインモニターツアーを実施する。 

（３） 業務の内容 

ア サイクルトレインモニターツアーの実施 

（ｱ） 自転車を持ち込んだ状態での列車への乗車（サイクルトレイン）を含めた行程の企画 

（ｲ） サイクルトレインモニターツアーの告知、申込受付及び相談対応 

（ｳ） サイクルトレインモニターツアーに付随する手配 

（ｴ） JR花咲線、JR釧網線でのサイクルトレインモニターツアーの実施対応 

（ｵ） サイクルトレインモニターツアー実施時の記録対応（写真・動画の撮影等） 

（ｶ） サイクルトレインモニターツアー実施後のアンケート実施 

イ  サイクルトレインモニターツアーの実績報告会の実施 

（ｱ） サイクルトレインモニターツアー実施後の報告会運営 

（ｲ） 実績報告会の記録対応（写真・動画の撮影等） 

（ｳ） アンケートの結果分析 

ウ  実績報告の提出 

  （４） 契約期間 

契約締結の日から令和５年（２０２３年）１２月２８日（木）まで 

 

２ 公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格 

（１） 複数の企業等（法人及び個人を含む。）による連合体（以下「コンソーシアム」という。）又は単独

企業等であること。 

（２） コンソーシアムの構成員及び単独企業等は、次の要件を全て満たしていること。 

ア 道内に本社又は事業所等（本事業を実施するために設置する場合を含む。）を有する法人若し

くは道内に住所を有する個人又は特定非営利活動法人促進法（平成１０年法律第７号）に基づく

特定非営利活動法人（以下「特定非営利活動法人」という。）であること。 

    イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者でないこと。 

ウ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者で

ないこと。 

エ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

オ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

（ｱ） 道税（個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。） 

（ｲ） 消費税及び地方消費税 

カ 暴力団関係事業者等でないこと。 

キ コンソーシアムの構成員が、単独企業又は他のコンソーシアムの構成員として、このプロポー 

ザルに参加する者でないこと。 

 

 



 

ク 次に掲げる届け出の義務を履行している者であること。（当該届け出の義務がない場合を   

除く。） 

（ｱ） 健康保険法第４８条の規定による届出 

（ｲ） 厚生年金保険法第２７条の規定による届出 

（ｳ） 雇用保険法第７条の規定による届出 

 

３ 参加資格の審査 

（１） 公募型プロポーザル方式に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより参加表明 

書を提出し、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 

ア 提出期限 

令和５年（２０２３年）４月１４日（金）午後５時（必着） 

イ 提出方法 

持参又は郵送（配達記録、簡易書留、書留のいずれかによる。持参の場合の受付時間は、土曜日、

日曜日及び祝日を除く平日の午前９時から午後５時まで） 

ウ 提出場所 

〒０８５－８５８８ 釧路市浦見２丁目２番５４号 

北海道釧路総合振興局地域創生部地域政策課 （担当：東） 

電話 ０１５４－４３－９143  ＦＡＸ ０１５４－４2－２１16 

（２） 審査を行ったときは、審査結果を通知する。 

 

４ 企画提案指示書の交付に関する事項 

（１） 交付期間 公告の日から令和５年（２０２３年）５月８日（月）午後５時まで 

なお、上記３の場所での交付期間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前９時から午後５ 

時までとする。 

（２） 交付方法 上記３の場所で交付する。 

また、北海道釧路総合振興局のホームページにおいてダウンロードすることができる。 

 

５ 企画提案書の提出期限、場所及び方法 

（１） 上記２の参加資格を有すると認める者には、企画提案書の提出を要請する。 

（２） （１）の提出要請を受けた者は、次のアからウまでに定めるところにより、企画提案書を提出する

ことができる。 

ア 提出期限 令和５年（２０２３年）５月８日（月）午後５時（必着） 

イ 提出場所 上記３（１）ウに同じ。 

ウ 提出方法 持参又は郵送（配達記録、簡易書留、書留のいずれかによる。持参の場合の受付 

時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前９時から午後５時まで） 

 

６ 提案の無効 

   公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格を有しない者の提出した提案は無効とする。 

 

７ 最良の提案をした者の選定方法 

あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された提案書を評価し、最良の提案をした者 

（以下「特定者」という。）を選定する。 

 

８ 契約手続 

特定者を見積書徴取の相手方に決定したときは、別途財務会計法令の規定により契約手続を行う。 

 

9 公募型プロポーザル方式に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 

（１） 名 称 北海道釧路総合振興局地域創生部地域政策課 （担当：東） 

（２） 所在地 〒０８５－８５８８ 釧路市浦見２丁目２番５４号 

（3） 連絡先 電話 ０１５４－４３－９143  ＦＡＸ ０１５４－４2－２１16 



 

１０  その他 

（１） 手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本円 

（２） 契約書作成の要否 

     要 

（３） 無効となる参加表明書又は企画提案書 

企画提案書等が次の事項の一つに該当する場合には無効となることがある。 

ア 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。 

イ 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

オ 虚偽の内容が記載されているもの。 

（４） プロポーザル審査会（ヒアリング）の実施 

提出された企画提案書の内容についてヒアリング審査を実施する。 

（５） 審査結果の通知 

企画提案書の採否は書面により通知する。 

（６） その他 

ア 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。 

イ 企画提案書のプロポーザル審査会（ヒアリング）に参加しなかった場合の企画提案は無効とする。 

ウ 提出された企画提案書等は、プロポーザルの目的以外には提出者に無断で使用することは 

ない。 

エ 提出された書類は、審査を行う作業に必要な範囲において複製することがある。 

オ 各提出書類の提出後の差し替え及び再提出は認めない。 

カ 提出された全ての書類は返却しない。 

キ 期限までに企画提案書の提出がない場合は、参加表明書の提出があっても、企画提案の参加 

の意思がないものとみなす。また、企画提案書のヒアリングに出席しない場合も同様に企画提案 

の参加意思がないものとみなす。 

ク 本業務に係る質問は、企画提案書等の提出期限の日まで受け付ける。 

ケ 審査結果及び特定者名は公表する。 

コ 詳細は、企画提案指示書等による。 


